
租

税

特

別

措

置

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

案

新

旧

対

照

表
（
抄
）

改

正

後

改

正

前

（
環
境
施
設
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
に
つ
い
て
の
課
税
価
格
の
計
算
の
特
例
）

（
環
境
施
設
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
に
つ
い
て
の
課
税
価
格
の
計
算
の
特
例
）

第
二
十
四
条
の
十

法
第
七
十
一
条
の
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
一
条

第
二
十
四
条
の
十

同

上

の
七
第
五
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
工
場
又

は
事
業
場
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
当
該
土
地
等
が
法
第
七
十
一
条
の

十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
環
境
施
設
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
に
該
当
す
る
旨
を

証
す
る
書
類
（
当
該
土
地
等
の
所
在
地
及
び
面
積
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と

す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

工
場
立
地
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
工
場

同
項
に
規
定
す
る
当
該
特

二

工
場
立
地
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
工
場

同
項
に
規
定
す
る
当
該
特

定
工
場
の
設
置
の
場
所
を
管
轄
す
る
市
町
村
長

定
工
場
の
設
置
の
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長

附

則

こ
の
省
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律

第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


